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「浜松市立小中学校・幼稚園 防災対策基準」作成の趣旨 

 
学校は、災害に対して「一人の犠牲者も出さない」という意識のもと、児童

生徒の安全確保に最善を尽くさなければなりません。 

災害発生時に学校の危機管理が有効に機能するためには、起こり得る様々な

状況を想定し、地域の実情や学校の実態、児童生徒の発達段階を踏まえた上で、

学校、家庭、地域が連携（協働）した防災管理・防災教育が必要です。 

そして、「命の尊厳」の理念を基盤とし、児童生徒が「自らの命を守るため安

全に行動する力」、さらに「他の人や社会の安全に貢献できる力」を身につける

ことは、学校の安全確保のみならず、次代の安全な社会を築いていくうえで、

重要な取り組みであると認識しています。 

 これらの考え方を踏まえ、平成 25 年度には「学校防災対策プロジェクト会議」

を設置し、「浜松市学校（園）防災対策基準」の見直しを検討しました。 

 本市の自然環境の特徴（全国第 2 位という広大な市域面積を有する点、また

市域に沿岸部・都市部・山間部を有し多様な自然環境を作り出している点）を

考慮し、学校が所在する地域の自然・社会環境を踏まえた中学校区単位による

対応を重視しました。 

また、本基準をもとにして各校で作成している「危機管理マニュアル（災害

安全編）」についても、学校の実情（地理的な条件、施設の状況、地域の実情、

職員体制等）を踏まえた見直しを図り、より実践力を高めていくものとしまし

た。 
災害発生時における教職員等の動員体制については、「浜松市地域防災計画」

における配備体制を基本的な枠組みとし、教職員等による児童生徒の安全確保

や学校教育の再開・復旧に向けた内容を示しました。さらに、学校に開設され

る避難所が地域、行政により円滑に運営されるよう、学校による避難所支援に

ついて整理しました。 
本基準の運用においては、学校の防災管理・防災教育の充実を目指すことが

重要であるため、今後も有識者を招いた「学校防災対策プロジェクト会議」を

活用するとともに、防災リーダー（防災教育等の中心となる教職員）を中心と

して、各校での確かな実践へとつなげていきたいと考えています。 

 

 

   

 

 

※補足 

この基準において、幼稚園への適用に当たり、特に記載があるものを除き以下の 

とおりとする。 

・「学校」とは、浜松市が設置する「小中学校」及び「幼稚園」とする。 

・「校長」を「園長」、「児童生徒」を「幼児」と読み替える。 


